
資料７ 

 

農業集落排水統合事業について 

 

 

○管路の布設について 

 

 ・スケジュール 

 

 

○汚水処理施設の撤去処分について 

 

 農業集落排水統合事業により、使用しなくなる月吉及び日吉南部の汚水処理施設は、

倉庫などに利用することとしていました。 

しかし、平成 30 年度に統合により効率化が図られる事業については、撤去処分費

についても国の補助対象（補助率 1/2）となる制度改正が行われ、本事業も該当する

ことから、撤去処分する方針に変更しました。 

 

・撤去する主な理由 

1） 国の補助金が活用できることなどから、市の負担を約 1億円少なくできる。 

2） 撤去後の跡地は自由に活用できる。 

3） 倉庫などの利用ニーズが少ない。 

 

・スケジュール 

 

 

 

 

 

工区 内  容 

第一工区 令和 2年 3月着手、令和 2年 9月完了予定（一部舗装 12 月末まで） 

第二工区 令和 2年 7月着手、令和 3年 3月完了予定 

年 度 内  容 

令和 3 年 解体実施設計 

令和 4 年 月吉汚水処理施設解体撤去 

令和 5 年 日吉南部汚水処理施設解体撤去 
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第一工区 

第二工区 


